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第5章

インドネシア市民社会の可能性

岡本正明

はじめに

インドネシアは赤道をまたがる東南アジア最大の国民国家であり、 人口は

2偲3,000千万人を超える。1.3万以上の島々からなり、 言語集団、 民族集団数

は300を超える。宗教的にはイスラ ー ム教徒が9割近くいるとはいえ 、カトリッ

ク教徒、 プロテスタント 、 仏教徒、 ヒンドゥ ー教徒、 アニミズム信奉者もいて

多様性に富む。 インドネシアの国是が「多様性の中の統一」であるのは 、 イン

ドネシアがこのようにさまざまな面で多様であることを反映している。

そのインドネシア共和国が1945年8月に独立宣言を出してから半世紀以上を

経た。現在に至るまでの間 、 インドネシアの政治体制は揺れ動いてきた。オラ

ンダからの独立闘争(1945年~49年）が終わると 、 インドネシアは連邦共和国

の時代(1949年~50年）に入ったものの一年しか続かず、統一共和国となった。

統一共和国のもとで議会制民主主義の時代(1950年~59年）、 初代大統領スカ

ルノによる権威主義体制の時代(1959年~65年）があった。国軍による共産党

の物理的解体をもたらした9 ·30事件(1965年）を経て 、 第二代大統領スハル

トによる権威主義体制の時代(1966年~98年）が32年間続いた。スハルト体制

崩壊後の現在は民主的・分権的体制が続いている。
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そして、 国家体制を揺さぶる運動がさまざまな形で続いてきた。 1950年代の

地方反乱、 スハルト体制時代の東チモ ー ル強制併合とそれに伴う東チモ ー ルの

独立運動、 アチェ、 パ プア、 そしてアンボンにおける分離主義運動などが代表

的な例である。 更に、 1997年に始まるアジア通貨危機がインドネシア通貨ルピ

アの暴落をもたらして経済混乱、 社会政治混乱が発生し、 32年間続いたスハル

ト体制が崩壊した。 そして、「パンドラの箱」が開いたかのように、 社会、経済、

政治、 文化的差異からくるさまざまな不満が表面化した。 ジャカルタやソロを

中心として再び反華人暴動が発生して、 華人たちのなかには資本逃避のみなら

ず自ら国外逃避するものも現れた。 西カリマンタンや中カリマンタンでは先住

民ダヤック人たちが経済的不満から移民のマドゥラ人たちを襲撃して追い出し

た。 アンボンやポソではイスラー ム教徒とキリスト教徒の間で紛争が広がり、

大勢の死傷者、 避難民を出した。 スハルト体制時代に開発の恩恵を受けること

ができなかった不満から、 アチェやパ プアではこれまで以上に分離独立運動が

盛り上がりもした。

こうしたエスニシティや宗教アイデンテイティに基づく紛争、 運動のみなら

ず、 階級闘争的な運動も復活した。 都市部では、 NGO活動家や左翼系活動家

たちの支援を受けて労働者たちが立ち上がり、 あまたの労働組合が結成されて、

労働争議が頻発した。 農村部ではスハルト体制時代に農園となった土地に農民

たちがNGO活動家の支援もあって侵入して「不法」占拠を行い、 自らの農地

として農作物の栽培を始めた。 慣習 (Adat) 共同体からは、 スハルト体制が彼

らの土地を勝手に国有化したとして国有地の占拠を行う動きが生じた。

さまざまな分野、 レベルでの政治秩序の揺らぎに伴い、 インドネシアは「第

2のユ ー ゴスラビア」となって国家が分裂するといった意見やインドネシアは

「失敗しつつある国家」 (failing state) 、「破綻国家」 (failed state) になりつつあ

るといった意見が内外の研究者から一時は主張された。 こうした負の側面ばか

りに目を向けると確かにインドネシアという国民国家そのものさえ盤石ではな

く、 民主的政治体制のもとで市民社会が活性化していくようには見えないかも

しれない。 しかし、 紛争に参加したエスニック集団や宗教集団、 そして蜂起し

た労働者や農民、 彼らを支援するNGO活動家の側からすれば、 彼らの運動は

スハルト体制時代に奪われた社会正義を回復する動きであって、 そうした正義
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が実現するような国家の制度改革が起きれば実力行使を継続する動機は弱まる

ものであった。 実際、 2002年ぐらいまでには、 インドネシアは民主的 ・ 分権的

政治体制のもとである種の政治的安定を実現しはじめており、 さまざまな不満

が制度的にある程度は回収され始めている。 民主主義が定着し始めているとも

言えるかもしれない。 そして、 いい意味でも悪い意味でもNGOは市民社会の

代表的担い手として政治的に認知されるようになった。

では、 インドネシアは今後、 活発な市民社会に裏打ちされた民主主義を定着

させることができるのであろうか。 本論では、 インドネシアにおける市民社会

論を簡単に振り返った後、 スハルト体制期の国家と社会の関係をNGOの登場

という視点から概観する。 その上で、 民主化後の地方社会で始まった住民の主

体性を回復する試みを取り上げて、 そうした試みの限界をふまえてインドネシ

アにおける市民社会の可能性を考えることにする。

I. 西欧的市民社会論の普及、 そしてイスラ ー ム的市民社会論の誕生

インドネシアにおいて「市民社会」という言葉が広まり始めたのは冷戦が崩

壊した1990年代になってからのことである。 もともとインドネシア語には「市

民社会」 に当たる言葉はなかった。 したがって、 英語のCivil Societ y、 英語の

直訳「マシャラカット ・ シピル」(Masyarakat Sipil : Masyarakatは社会、 Sipilは

市民の意味り）が多く使われている。他にも「マシャラカット ・ ワルガ」(Masyarakat

Warga : Wargaは住民の意味）、「マシャラカット ・ クワルガアアン」(Masyarakat

Kewargaan : Ke wargaan はWargaの抽象名詞）などが訳語として使われてきた。

またイスラーム国家樹立を最終目標とするイスラ ーム主義者の間では、 預言者

ムハンマドがマデイナで建設した都市国家を連想させる「マシャラカット・ マ

ダニ」(MasyarakatMad ani : Mad aniはマデイナの意味）という訳語を利用する

ことが多い。 西欧でも市民社会の定義は多様である。 アダム ・ ファ ーガソンが

18世紀後半に初めてCivil Socie tyという言葉を使って以来、 ホッブズ、 ロック、

ト ー マス ・ ペイン、 ヘ ー ゲル、 マルクス、 グラムシ、 トクビルなどがさまざま

な意味合いで使ってきた。 インドネシアでも多様な意味合いで、 また、 十分に

理解されないまま使われることが多い。 ただし、 シビル ・ ソサイエティあるい
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はマシャラカット ・ シピルという言葉を使って市民社会論を展開する知識人や

NGO活動家は、 おおよそ下記のような三点を市民社会の重要な要素として捉

えている。

①社会の中において自立した個人や集団が存在する。 こうした個人や集団

がどの程度自立的であるのかは、 彼らが国家権力と対峙したときに分か

る。

②市民が意見を述べ、 政治的行動をすることが可能な自由な公共空間が存

在している。 こうした公共空間が存在することで、 民主的に決定を行う

プロセスが保障されている。

③国家権力を否定するものではないが、 国家権力と対峙するだけの力を市

民が有している。国家はとりわけ資源分配の過程において監督者として、

また、 紛争調停者としての役割、 更には国内治安秩序の維持と対外的安

全の保障を担う必要がある。

この三点はヒカム (Muhammad A. S. Hikam,1999: p. x) が取り上げたポイン

トである。 ヒカムは国家権力が圧倒的に強く社会勢力の弱かったスハルト権威

主義体制時代に知識人として台頭したことから、 若干、 国家と市民（社会）と

の緊張・対抗関係を強調している傾向が強い。 しかし、 個人や集団の自立性、

公共空間の存在と民主的決定過程の重視、 国家から自立性をもつ社会の肯定と

いう点はおおよそどの市民社会論者にも当てはまる。

こうした市民社会論が普及し始めた理由はいくつかある。 国外的な理由は、

冷戦に勝利したアメリカが途上国民主化プロジェクトの一環で「市民社会」強

化を推進したからである。 その結果、 EU諸国や日本のドナ ー も「市民社会」

強化をお題目とする途上国支援を始めたのである。 それまでの途上国支援が政

府への支援であったのに対して、「市民社会」強化プロジェクトは非政府組織

(NGO)も主たる対象とした。NGOは市民社会の担い手であるという理解があっ

たからである。 そうすると、 次から次へとNGOが誕生 し、「市民社会」強化

プロジェクト向けプロポー ザルを作成してドナ ー から資金を獲得し始めた。 こ

うした世界的なドナーの潮流が権威主義体制下のインドネシアにも流れ込んで

きて、 NGOが生まれて市民社会強化を目指し始めたのである。
一 方、 国内的な理由としては三つあげることができる。 まず、 権威主義体制
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下で7%を超える国内経済成長率を達成してきたことでジャカルタを中心とす

る都市部で中産階級が台頭し始めたことが市民社会論の普及に貢献した。一 般

には、 中産階級の台頭＝理想的な市民社会の実現＝民主化の進展 ・ 定着という

理解があり、 中産階級は責任ある市民として民主化への旗手となることが期待

されている2)。そうしたことから、 NGO活動家や知識人によって市民社会論が

人口に！脅炎していった。

二つめは、 マク ロなスハルト体制の変容である。1970年代までは、 国家歳入

の大半を占める石油収入が輸入代替型の経済政策を可能にし、 スハルト体制の

開発事業を支えてきた。しかし、 石池価格の下落に伴って国家歳入が減少し始

めたことで、 規制緩和による民間セクタ ーの活性化とドナ ーからの支援によっ

て経済成長を継続させる必要が出てきた。さらに、 1990年代に入るとスハルト

大統領が軍から文民へと政権基盤の移行を図り始め、 政権党ゴルカルも国軍主

導ではなく文民主導へと方向転換をし始めた。その結果、 これまで以上に社会

の側の要求をくみ取る必要が生じ、 政権党ゴルカルはスハルト体制下で始まっ

たア ファ ーマティブ ・ アクションのもとで実力をつけたプリブミ（原住民）実

業家たちを積極的に取り込んでいった3)。と同時に、イスラーム学生連盟 (HMI)

など学生組織の出身者たちが中央でも地方でもゴルカルを通じて政治家になる

道が開かれた。イニシアティブは国家にあるとはいえ、 わずかではあるが市民

社会の要望が国家に届くル ートが作られ、「市民社会」が実態として存在する

可能性が生まれた。

三つ目は二つめとも関連する。スハルト体制の質的変容に伴う政治アクタ ー

の変容である。スハルト大統領がゴルカルの文民化を図ったとき、 文民側でそ

の主役となったのは国家官房長官を1973年から88年まで務めたスダルモノや彼

を支えたギナンジャル ・ カルタサスミタといった経済ナショナリストたちで

あった。スダルモノは1988年にはゴルカル総裁、 93年には副大統領になり、 ギ

ナンジャルも投資調整庁長官、 鉱山エネルギ ー 大臣を歴任した。スダルモノに

してもギナンジャルにしても将校とはいえ、 その政治基盤は国家官房を中心と

する官僚機構にあり盤石なものではなかった。そこで、 ギナンジャルは、 93年

に経済自由主義者たちの牙城で先進国からの援助案件を一手に掌握していた国

家開発企画庁 (BAPPENAS) の長官ポストに就任したとき、 新たな戦略を打ち
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出した。 これまでの閉鎖的な国家開発計画策定プ ロセスを社会に開き、 国家開

発企画庁にNGO活動家たちを招聘して議論をし始めたのである。 ギナンジャ

ルは彼らの支持をバックにして、 国家開発企画庁内、 そして政権内部での権力

基盤を固めることができた。

こうした内外の事情から、 スハルト体制時代においても市民社会論が普及し

始め、 国家が許容するようなNGOは活動しやすくなった。 興味深いことは、

こうして市民社会論がイデオ ロギ ーとして、 あるいは言説として普及し始め、

また実践の試みも始まる一方で、 イスラ ーム的市民社会論がイスラ ーム主義者

たちから生まれてきたことである。 それまでの市民社会論がMasyarakat Sipi l  

という英語の直訳に象徴されるように、 西欧の政治理論に理念型を求めるもの

であった。 そこでは、 国家と社会は切り離されて理解され、 国家からの自立性

を備えた強い社会と それを支える自由・公平な市民の存在が重視されていた。

それに対して、 イスラ ーム的市民社会論は上述のように、 市民社会にあたる言

葉としてマシャラカット・マダニという言葉を使うことでも差異化を図ってい

る 4) 。 見市 (2004) に従えば、 マシャラカット・マダニは、 預言者ムハンマド

がマデイナで建設したイスラ ーム教団都市国家を理想的な「国家＝社会」とす

る。 重要なことは、 ムハンマドが異教徒にも信仰の自由を認め、 イスラ ームが

多元社会を認めていること、 異教徒を含む諸集団との間で「マデイナ憲章」を

締結して契約に基づく統治を行ったことである。 もともとは、 インドネシア語

に近いマレ ー語を公用語とするマレ ーシアの元副首相アンワル ・ イブラヒムや

インドネシアの代表的イスラ ーム知識人ヌル ホリス ・ マジッドがマシャラカッ

ト ・ マダニ論を提唱した。 西欧社会が盲目的にイスラ ーム社会を否定的に捉え

がちな状況を打開することやマレ ーシアやインドネシアにおいてイスラ ーム化

が社会的に進展するなかでイスラ ーム的価値規範をも包含するような市民社会

論を展開する必要性を感じたことなどがマシャラカット ・ マダニ論の展開に

なったといえる。

民主化後に誕生して急速に勢力を拡大しているイスラ ーム政党である福祉正

義党は、 その綱領において「公平にして、豊かで、品位のあるマシャラカット・

マダニの実現」を謳っている (PKS, 2008 : 1) 。 マシャラカット・マダニとは、

優れて進歩的な教養をもつ社会であり、 信仰心に基づく価値観、 規範、 法律、
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道徳に依拠しており、 多元性を尊重し、 開かれた民主的な対応をし、 国家主権

を皆で守るような社会であると規定している。 国家と社会を切り離さずに、 宗

教色を重視するというイスラ ーム的理解を固持しているとはいえ、 イスラ ーム

国家樹立を強制しておらず、 また、 民主主義、 多元性の尊重など、Civil Society 

論とも相通じるものがあり、 この二つの市民社会論はその唱道者たちが具体的

政治の中で、また交渉と妥協を繰り広げる中で少しずつ歩み寄りを見せている。

続いて、 具体的にどのような形でNGOがスハルト体制時代に発展を遂げて

きたのかを見てみよう叫

II. スハルト権威主義体制とNGO

スハルト権威主義体制を単純化して表すなら、 一国の経済成長を最優先課題

として、 そのために個人の政治的・思想的自由を制限して政治的安定をはかる

政治体制であった。 末廣のいう開発主義国家の 一 類型だといえる（末廣、

1998) 。 1980年代半ばを過ぎると、 規制緩和の影響もあってスハルト一 族及び

その取り巻きの民間企業が優先的に政府開発事業を獲得しはじめ、 スハルトに

よる 「国家の私物化」傾向が顕著になっていったとはいえ、 基本は上述の開発

主義体制であった凡

政治的安定が重視された結果、 スハルト体制は、 社会あるいはそのアクタ ー

である市民が国家の意図とは異なる政治的意思を持ち、 それを言説として、 あ

るいは運動として表現することを厳しく規制した。 スハルト体制構築に当たっ

て重要な役割を果たしたスハルトの側近アリ・ムルトポは人民(Rakyat)を虎

にたとえ、 その封じ込めの必要性を強調した。 人民を政治に無関心な「浮動す

る大衆」 (Floating Mass) に押しとどめて政治的安定の実現を図ろうとした。

スハルト体制というのは、 当時の陸軍戦略予備軍司令官スハルトが、 共産党が

ク ー デタ ーを企てたと決めつけて、 国軍とイスラ ーム組織の力で共産党を物理

的に解体することで誕生した体制である。 したがって、 イデオロギー的には反

共であり、 国家の意向に沿わないものはすべて共産主義者とのレッテル貼りを

行うことで市民の政治的自由を強く制限し、 国家の意向に沿わない社会活動の

自由を制限し続けた。 国家原理パンチャシラ (Pancasila) を持ち出して、 スハ
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ルト体制は反体制＝反パンチャシラ という論理を打ち立てた7) 。 五つの原理か

らなるパンチャシラ はある種玉虫的な内容であり、 国家の側で望むような解釈

が可能である。 1985年にはすべての社会組織 ・ 団体、 政党がパンチャシラ を組

織原理とすることが強制されるようになり、 社会への国家の介入が組織原理と

して行われた。

さらに、 国軍が行政区画にほぽ対応する形で軍隊を配置することで具体的な

住民監視を行った。 軍管区 (Kodam) →軍分区 (Korem) →軍小分区 (Kodim)

→分軍支部 (Koramil) →村落指導官 (Babinsa) という形で展開しており、 村

落部に展開する下士官の Babinsa は1998年時点で約 3 万3,000人も存在していた

（本名、 2003 : pp. 79-80) 。 社会組織を創設するにあたっては政府の許可が必要

であった。 反政府活動をする学生に対しては、国軍兵士が事前に行動確認を行っ

た後、 誘拐監禁をするということもあった。 スハルト体制に批判的な作家プラ

ムデイヤ ・ アナンタ ・ トゥ ー ルなどの著作は出版禁止 (bredel) になったし、

新聞が政府に批判的な記事を掲載すれば、 情報省から編集部に警告の電話がか

かり、 その警告を二度無視すると出版禁止処分がくだされるという仕組みに

なっていた。 こうしたことから分かるように、 スハルト体制時代に市民社会の

発展は期待されていなかった。

ただし、 スハルト体制誕生当初から市民の中から国家から自立的な社会組織

を作る動きはあった。 ここではその典型例として NGO、 インドネシア語でい

う「住民自立組織」 (Lembaga Swadaya Masyarakat, 以下 LSM) を取り上げ、ベニ ー・

スビアント (Benny Subianto, 2007) の分類にしたがって、 年代別の特徴をみて

いく。 NGO あるいは LSM の定義は、インドネシアの NGO について研究を行っ

たエルドリッジ (Eldridge,1995) におおよそしたがって、 社会的弱者からなる

グルー プ、 あるいは社会的弱者の発展を支援するグルー プとする凡

1960年代後半から70年代にかけては、 スハルト体制設立支持者たちが開発志

向の NGO を作った。 たとえば、 バンバン ・ イスマワン (Bambang Ismawan) 

はオラ ンダ人牧師J ・ ダイクストラ (Dijkstra) と共に1967年に 「農民社会経済

開発財団」 (Yayasan Sosial Tani Membangun) (後の 「自助開発財団」 (Yayasan

Bina Swadaya) ) を設立して、 農民への技術指導やマイクロ ・ クレジット提供な

どを行った。 そのモット ー は、 「パンチャシラ 堅持、 多様性の中の統 一堅持、
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そしてインドネシア堅持」というものでスハルト体制のイデオロギ ーと抵触す

るどころか、 極めて体制の立場に沿うものであった。1970年には、 アドナン ・

ブユン ・ ナスティオン (Adnan Buyung Nasution) ら弁護士が、 当時のジャカル

タ州知事の支持を受けて「法律扶助協会」 (Lembaga Bantuan Hukum : LBH) を

設立した。 LBH の目的は、 自分の権利を擁護できない人たち、 土地から追い

出されたり不当に解雇されたりした貧しい市民を法的に支援すること、 彼らに

対する日常的な人権侵害に対して支援することであった。

1980年代にはいると、 政策批判 ・ 提言型、 環境保護、 ジェンダ ー 系の NGO

が数多く生まれた。 環境保護系 NGO では、 現在でも行政の環境政策批判を展

開している「環境フォ ーラム」 (Wahana Lingkungan Hidup : Walhi) や森林保護

の必要性を訴 える「インドネシア森林保護協力事務局」 (Sekretariat Kerjasama 

Pelestarian Hu tan Indonesia: SKEPHI) などが誕生 し、 また、 NGO 間のネットワ ー

クが作られるようになった。 1990年代にはいると前述のように市民社会ブー ム

が起きて、 更に民主化推進や人権擁護を標榜する NGO の数が増 えた。「改革

のための情報 ・ 活動ネットワ ー ク ・ センタ ー」 (Pusat Informasi dan Jaringan 

Aksi untuk Reformasi : PUAR) 、「人 民 民 主同盟」 (Aliansi Demokratik Rakyat : 

Aldera) 、「インドネシア社会調査開発所」 (Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Masyarakat Indonesia : IAPERA) など、 厳しい政府批判などで知名度をあげる

NGO が生まれる一 方、 具体的な変革を実現するため、 労働者や農民との積極

的なネットワ ー ク作りの必要性が少しずつ NGO 関係者の間で認識されるよう

になった。

スハルト体制期全般を通じていえるのは、 国家が圧倒的に重要な役割を果た

しており、 自由に意見表明や結社作りが可能な市民社会は存在するものではな

く、 勝ち取るべきものであった。 NGO 活動家というのは国家の側から基本的

に疑わしい存在として扱われた。 それでも活動を続けて政府批判を繰り広げる

NGO 活動家は英雄視されたが、 広範な社会変容をもたらすことはできなかっ

た。 社会開発に力点を置き、 都市部のスラム住民や農村の貧農支援を行う

NGO などは、 1990年代ともなれば中央でも地方でも政策形成過程に参加を認

められるようになった。 しかし、 国家の影響力が圧倒的に強い中での「参加」

では、 NGO が国家に政策変更を迫って市民社会の可能性を拡大するという意
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味での参加というより、 むしろ国家が政策をNGOに認めさせることで国家権

力をさらに社会に貫徹させる意味を持っていたといえる。 NGOは市民社会な

き市民社会の担い手でしかなかったとはいえ、NGOが多く存在していた意味

は大きい。 というのも、 スハルト体制が崩壊して民主化 ・ 分権化が始まったと

き、 そうしたNGOが市民社会の確立に向けて多方面で活躍し始めたからであ

る。

m. 「改革」とNGO

1997年にアジア通貨危機が発生した結果、インドネシア通貨ルピアが暴落し、

その影響は経済を超えて社会政治的危機となっていった。 そして1998年5月に

は国軍の分裂、 学生の国会占拠などを経て32年間続いたスハルト体制が崩壊し

て民主的・ 分権的政治体制が誕生した。 国家が弱体化し、 社会組織 ・ 集団の設

置も自由化され、 メデイアヘの検閲もなくなった。 国軍の強圧的支配に対する

反発と不信から自警団まがいの社会組織も含めて、 多様な社会集団 ・ 組織が勃

興した。「国連インドネシア復興支援機構」( U n itedN ation s  Su ppo rt F acility fo r  

Indone s ian Reco very : UN SFIR ) によれば、 スハルト体制期から民主体制期に移

行した結果、 市民社会組織数は大幅に増加した。 労働組合、 ジャ ーナリスト組

合、 法律扶助組織、 女性組織、 環境 グル ー プ それぞれの増加率は3,900%、

566%、 1,200%、 266%、 900%である ( Feu lner, 2001: p. 17 )。 NGOも急増した。

例えば南スラウェシ朴lでは、 スハルト体制期には60ぐらいしかなかったNGO

が2002年には1000に激増したと、 同州の古参NGO幹部が言っていた。 NGOが

急増したのは、 1980年代末の東欧の民主化期と同様、 アメリカ、 E U 諸国、 日

本のドナ ー機関がこぞって民主化、 分権化支援プ ロジェクトを開始したこと、

そうしたなかで市民社会確立 ・ 強化の必要性が見いだされて市民社会「創設」

プ ロジェクト、 住民参加促進プ ロジェクトをインドネシア各地で実施したから

である。 また、 ドナ ーの影響もあって中央政府も地方政府もNGOをからませ

るプ ロジェクトを次々と始めたからである。

もちろんNGOもさまざまである。 市民社会の時代の到来= NGO ( が関わる

プ ロジェクト）の時代の到来という波に乗って思いがけないNGOも生まれた。



124 

無 職の大卒にとって NGO は新しい魅力的な職場となった。 彼らが作る NGO

の多くの目的は カ ネである。 市民社会の確立と発展を目指すわけでも、 中央政

府や自治体への政策提言を目論むわけでも、 国家からの社会の自立を目論む わ

けでもない。 政府プ ロジェクトを獲得して収入を得ることしか考えていない。

中には公務員自ら、 あるいは公務員の一族が政府プ ロジェクト 受注を目的に作

り上 げる NGO まで生まれた。 こうした政府プ ロジェクトを目的とする NGO

に対して、 批判者からは「赤いプレ ートの NGO」という椰楡が浴 びせられた。

公用車のナンバ ー ・ プレ ートは一 般車の黒と違って赤いことからそうした椰楡

が行われたのである。 他にも、 スハルト体制を支えてきた社会組織も市民社会

の時代にふさわしい NGO であると自己主張するようになった。

首都ジャ カ ルタに隣接するバンテン1-1-1の政治経済を牛耳るハサン ・ ソヒ プ率

いる「インドネシア ・ バンテン 拳 術 家 ・ 武 芸 家連合」 (Persatuan Pendekar 

Persilatan Seni dan Budaya Banten Indonesia : PPPSBBI) はスハルト体制時代に創

設された社会組織である。 その構成員は勇 敢さ、男らしさを尊 び、拳術に長け、

幹部ともなれば呪術にも長けていると思われているような者たちで、 日 本語で

言う「やくざ」に近い者たちであり、 国家 原理パンチャシラを至上 原理として

おり、 その意味で 日 本の右翼に近い者たちである。 スハルト体制期にはもっ ぱ

ら体制擁護派として政権党ゴル カ ルをサポ ートし、 暴力を武器としてバンテン

地方の治安維持の 一 翼を担っていた。 ハサン ・ ソヒブはこの PPPSBBI につい

て次のように述べている。「思うに、 現在 (2000年当時）に至るまで Pendekar

(PPPSBBI) は政府を愛しており、 NGO の中でも 『警察を護衛し』 『国軍を 護

衛する』 ことも含めて 『自衛し、 民族を守り、 国家を守護する』 NGO はこの

Pendekar だけである。 他の NGO は大したことがない。」 国家の公的暴力装 置

と緊密な関係を保つことで地方の政治経済権力を掌握し暴力の行使もためらわ

ない組織であるという事実にはみじんも触れずに、 PPPSBBI の NGO 性を賞賛

するというのは驚くべきことである。 しかし、 こうした NGO 理解も存在する。

PPPSBBI は極 端な例であるとしても、 インドネシア各地で同様の「NGO」が

存在するのは事実である（岡本、 2005 : p.11) 。

以下ではこうした NGO は取り上 げない。 むしろ、 インドネシア社会の変革

に向けて真摯に取り組んでいる NGO が関与して地域住民の政策形成参加に努
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める地方の事例を 三つ見ていくことにする9)。 インドネシアにおいて民主化、

分権化の定着を実現させ、 また、 市民社会をうまく機能させていく上では、 首

都ジャカルタで政策提言活動をするだけで満足するのではなく、 地域社会にお

ける市民の主体的かつ持続的活動と そのサポ ートこそが重要だと思う。

N .  民主的 ・ 分権的体制下で立 ち 上がる 市民社会の担い手た ち

最初の二つは都市部における「市民 フ ォ ーラム」( Fo rum Warga, Civic Fo rum) 

創設の動きを主に取り上げ、 三つ目としてドナー支援による コミュニティ ・ エ

ンパワ ー メント事業と その後の動きを見ていくことにする。 民主化後のインド

ネシアでは市民 フ ォ ーラムが急増した。 市民社会組織の連合体「 コ ーカ ス17 +

+ 」( Kau ku s 17 十 ＋ ）がインドネシア全域でサポ ートしている市民 フ ォ ーラム

の数だけでも2003年までに140を数えている(H etif ah, 2004: p. 45)。 一方、ドナ ー

による民主化、分権化支援プ ロジェクトは多岐にわたるなかで、 コミュニティ ・

エン パ ワ ー メント、 住民参加支援は重要な役割を占めており、 世 界 銀行、

U SAid、 JICA などによりさまざまな試みが模索されてきた。 ここではその具体

的実践に加えて、 ドナ ー 撤収後の動きがどうなったのかも見ていく。 ドナー 撤

収後に地域住民、 自治体がどのようにプ ロジェクトを継承していくのかは住民

参加が地域のイニシアティブとして継続するかどうかを考えるうえで不可欠だ

からである。

1 .  西 ジャ ワ 州バ ン ド ン 県 10)

バンドン県は、 首都ジャカルタに接する西ジャワ1+1の州都バンドン市を囲っ

て いる自治体であり、 バンドン市と同レ ベルの自治体である。 人口は約400万

人で、 ム スリムが圧倒的に多い。 バンドン地 区で極めて盛んであった繊維産業

は1997年の経済危機の影響で壊滅的打撃を受けた。 バンドン工科大学、 パジャ

ジャラン大学など有力な大学が多く、 知識人層の厚い地域であり、 1998年の ス

ハルト体制崩壊に当たっては学生運動が盛り上がった。 こうした知的雰囲気が

あったこともあり、 インドネシアで民主化、 分権化が始まると、 それに対応し

た制度変更を自治体においても積極的に進めようとする動きが自治体、NGO、
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大学関係者の中から盛り上がった。 2001年 1 月 、ヘ テ ィ フ ァ（ア カ テイ ガ財団） 、

フ ル コ ン（バンドン工科大学講師） 、 ア セ ップ（バンドン県地域開発企画庁 ）

といったバンドン工科大学卒業生11人が 「 ガバナンス ・ イニシアテ ィ ブのため

のインドネシア ・ パ ー トナー ミ 、、 プ」（／ ノ the Indones ia Partners h ip fo r  G o vern ance 

In itiative s : IPG I)という組織を発足させた。 きっかけは、 フ ォ ー ド財団の支援

を受けて、 2000年初めにバンドンのNGO、 大学、 自治体からの代表が フ ィ リ

ピンを訪れて地 方分権の状況と地 方レベルでの民主化の視察を行ったことで

あった。 IPG I の 目 的は、 自治体、 大学、 市民社会組織が連携してバンドン県

の行政改革を実施することであった。

IPG I は、 2000年に県内のマ ジャラヤ 郡（人 口 約20万人） に誕生した 「豊か

なマ ジャラヤ のための市民 フ ォ ー ラ ム」 ( F o rumMasyarakat Maj alaya Sej ah te ra 

FM2 S) の支援を始めた。 FM2 Sは、 スハルト体制崩 壊と共に表面化した県

や郡の行政に対するマ ジャラヤ 住民の漠然とした不満が二つの具体的な事件で

決定的に高まったことがきっかけで誕生した。 一つ 目 は、 スハルト体制末期に

郡長が秘密裏に郡長事務所の土地を業者に売り払ったことであった。 二つめは、

行政が住民のあずかり知らぬところでマ ジャラヤ の新都市空間計画を策定した

ことであった。 この二つの事件を受けて、 地元の有力者たちは、 地域住民の意

見を行政に反 映させる手段の必要性を痛 感して FM2 Sを結成した。 そして、

FM2 S メ ンバー は、 マ ジャラヤ 郡の政治社会的緊張を緩和するには外部者の

支援が不可欠だと判断して IPG I の支援を仰いだ。

FM2 S の メ ンバー は、 地元の有力者に加えて労働者代表や 露天商代表など

もいる。 FM2 Sの会合が始まった 当初は、 メ ンバー 間の相互不信、 そして県 ・

郡行政への不信が消えず、議論もかなり感情的であった。 しかし、IPG I のサポー

トもあり、 FM2 S の定期会合は少しずつ相互不信が弱まり、 民主的なものに

なっていった。 幹部会 メ ンバー は民主的手続きを経て選ばれ、 その職種は、 宗

教指導者、 技術士、 企業家、 露天商、 公務員など多様である。 幹部会も各種委

員会でも週に一 回は定例会を行い、 マ ジャラヤ 郡開発のための真剣な討議を展

開している。 多様な立場の参加者が加わる定例会では、 行政の立場や露天商の

意見などがその場で表明され、 お 互いの立場の異同をわかり合うことができる

メ リットがある。
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定例会でさま ざまな意見が交わされる中で具体的な成果も出ている。 例 え ば、

洪水で損傷が激しい幹線道路の橋梁を再舗装して作り直す上で、 その道路を利

用する工場から合計3.5億ル ピアの資金を集めることに成功した。 2001年 5 月 、

民間 コ ンサルタ ント会社が作成したマ ジャラヤ 郡都市計画が発表されたときに

は、 FM 2 S はその計画の中 身の妥当性について話し合った。 スハルト体制時

代には考 え られなかったことである。 その結果、 コンサルタ ント会社が1990年

代初めのデ ー タ からの予想で人口成長率、 店、 露店、 車の数などを弾き出して

おり、 極めて過小評価していることが分かった。 この事実を受けて、 県行政側

は、 FM 2 S が代替案を提出することに合意した。 FM 2 S が重要なのは、 こう

した具体的な成果が上がっているだけでなく、 これまで相互不信にあった住民

間で話し合いが行われるようになり、 FM 2 S に参加する地方公務員 たちが積

極的に情報開示するようになったことである。 市民組織が自立性を保ちながら、

行政側と話し合 え ることは画期的であり、 一つの市民社会の萌芽を見ることが

出来る。

FM 2 S 参加者の中からは、 参加できたことを高く評価する声がある。 たと

えば、 FM 2 S に参加して視野を広げることができた、 それまでは私は馬鹿だっ

た、 多くのことを学び、 最初のニ ヶ 月 間は聞き手に徹していたけれども、 会合

で自分の意見を表明できるようになったという声がある。 しかし問題も多い。

発足のイニシアテ ィ ブに見られるように、 エリー ト主義的傾向は否めず、 貧 困

層の声は FM 2 S ではくみ取ることができず、 彼らの声は相変わらず行政に届

かない構図はあまり変わっていない。 また、 男 女バラ ンスが悪く、 幹部会 メ ン

バー は全員 男 性で、 幹部会の下に設置される各種委員会メ ンバー に女性は二人

だけである。 多くの市民 フ ォ ー ラム同様、 外部者の支援なしに完全に自立して

運営できる保証はまだない。 それに、 有志たちが作り上げた フ ォ ー ラムという

性格上、 本当にマ ジャラヤ 住民の代表といえ るのかという代表制の問題もつき

まとう。 貧困層 以外の多様な社会層の声が確実に反映されている保証はない。

FM 2 S と並 んでバンドン県で特記すべきことは、 県知事のリー ダ ー シップ、

そして IPG I のサポー トにより住民参加型開発計画が策定されたこと、 村に交

付金が配分されるようになったことである。 スハルト体制時代の 「地方開発計

画・運営指針」(Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendal ian Pembangunan 
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表 5 - 1  PSD と MPKT の違い

項 目 P5D MPKT 

住
村 ゜ ゜

郡 X ゜

県 X ゜

郡や県への住民代表の有無 X ゜

住民の 要望への優先度 X ゜

地域ベ ー ス の 要望 と セ ク タ ー ベ ー ス の 要望 の 区 X ゜

別 の有無

国 家 ・ 州 ・ 県 予 算、 村
開発への予算源 開 発 資 金 （ 国 家 特 別 予 県予算

算）

住民の予算配分決定権 X X 

出所） Ito (2005: p. 154) 

di D aerah : P 5 D) と呼ばれる地方開発計画作成過程に関する指針は、 トップ ・

ダウン ・ アプ ロ ー チと ボトム ・ アップ ・ アプ ロー チを組み合わせた指針という

ものの、 実態は村レ ベルではトップ ・ ダウン型であった。 地域住民が参加でき

る過程は村での審議に限られ、 しかも誰が参加できるのかについての指針はな

かった。 したがって、 もっ ばら村長とその取 り 巻きが参加して、 彼らが村の開

発のための要望リストを作 り 上げることが多かった。 しかも、 リストにあがっ

た要望は県レ ベル、1'1、1レ ベルに上がっていく段階で説明もないまま削 除された。

したがってリストを作る意味も ほとんどなかった。 それ ゆえ、 地域開発計画へ

の地域住民の関心は極めて薄かった。

民主化、 分権化の始ま り と共に、他の自治体同様、 バンドン県でもこの P5

D スタイルを変更する模索が始まった。 民主化後に制定された1999年第22号地

方分権 法に従えば、 自治の中心となるのは 全国に31しかない州ではなくて、

353ある県 ・ 市である（数値は2001年 1 月時点）。 分権化に伴って県 ・ 市の事務

権限と予算は大幅に増え、 県知事や市長の責任が高まった。 バンドン県知事と

しても分権化時代に自らの行政改革の成果を積極的に売 り 出す必要に迫られて

いた。 県知事にすれば、 IPG I は県政の改革をサポ ー トする シンクタンクとし

て格好の存在であった。 2003年、IPG I との協働作業で県政は P5D に代わる「年
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表 5 - 2 バ ン ド ン 県 自 治体に よ る 村への 配分予算 一 院

代 目 種類

村開発府 定額交付金

村役人人件費 定額交付金

村 イ ン フ ラ 整備 要望ベ ー ス

村 自 治支援 要望ベ ー ス

母親支援 要望ベ ー ス

出所） Ito (2005: p. 160) 

監督官庁

県 地 方 自 治
支援庁

県 地 方 自 治
支援庁

県 地 方 自 治
支援庁

住 民 ・ 市 民
登録庁

地 域 開 発 企
画庁

予岱 説明

財 政 能 力 、 人 口 規模、 地理的特徴 な
500 位 ）レ ピ ア ど に か か わ ら ず、 全村 に 一 律 500 億

ル ピ ア 配分

218.4 低 ル ピ ア 村役人 へ の 人 件 咽 補填。 配 分 額 は 村
（平均） ご と に 異 な る

村 の 道路や学校 な どの イ ン フ ラ 整備
半額負担 に 対 し て 予 符 の 5 割 を 支援。 県が承

認 し た 村 の 要望 の み に 支援

県が村が設 け た 銀 行 口 座 に 1,000 億 ル

1,000 億 ル ピ ア
ピ ア を 振 り 込 む 。 村 は そ の 利 子 を 教
育、 保険、 経 済 活 動 に 回 せ る 。 2004
年度か ら 10 村 を 対象 に 開始。

県が妊婦 と 胎 児 の 健康 サ ポ ー ト の た
200 万 ル ビ ア め に 村 に 配分。 2002 年 度 に 20 村 で 開

始 し 、 2005 年 度 に は 55 村 に 拡大

次開発活動計画協議会」(Mu syawara Perencan aan Ke giatan Tahu n an : MPKT) を

作り上げて県知事決定として交付した。 MPKT の特徴は、 村→郡→県という形

で開発計画を ボトム ・ アップでまとめるにあたり、 村の代表を県レ ベルにまで

参加させるようにしたこと、 それから、 県政側が求めるセクタ ー ごとの開発計

画と村側が求める地域ニ ーズに応じた開発計画のすりあわせを郡レ ベルの会議

で行うようにすることで、 透明性をもって郡レ ベルの開発計画を作り上げ、 そ

れを県レ ベルの会議で 審議する 仕 組みを作り上げたことである。 P5 D と

MPKT の違いは Ito ( 2006) がまとめた表5- 1 を見て ほしい。 明らかに住民が

開発計画に参画できる余地が拡大していることが分かる。 それでもMPKT は

住民が予算配分過程に参加することまで予定されていないなど問題は残ってい

る。

MPKT に加えてバンドン県は村に交付金の配分を開始した。 地方自治の要諦

の一 つが地域住民の主体的地域作り、 コミュニティ作りにあることは間違いな

い。 その意味で、 県予算の一部を村に回して、 村民が その使途について審議を

行い、 村としてのニ ーズに適った事業を作り上げること、 その過程で醸成され

る コミュニティとしての連帯感というのは非常に重要である。 それ ゆえ、 バン
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ドン県に限らずインドネシアの多くの県 ・ 市 自 治体が村への交付金配分を試み

た。 表 5 - 2 はバンドン県が村に配分した交付金項目一 覧である。 県のライン

部局は 自部局の予算減につながる村への交付金配分には反対であった。しかし、

県知事の意向もあって実現した。 ただし、 村に交付金を配分しても、 使途の決

定プロセスは村（の裁量）に委ねられており、 村長とその取り巻きによって配

分が決められる可能性が常にある。

2. 中 ジャ ワ 州 ソ ロ 市（別 名 ス ラ カ ル タ 市）1 1 ) 

ソ ロ市は人 口約40万人を数えるこ ぢんまりとした都市でジャワ 人が大多数を

占める。 ジャワ 更紗 (Batik) の製造で有名な都市である。 サ ー ビス産業や小

規模産業が発達している。 昔から社会活動が組織化されやすく、 20世紀初頭、

インドネシアで最初の大規模な社会運動は ソ ロから始まった。 1945年から始ま

る独立闘争の時代には数多くの民兵組織が誕生 したし、 1950年代から60年代中

葉にかけて共産主義が急伸長したのも ソ ロであり、 ソ ロは急進主義の伝統があ

ると言われている。 スハルト体制崩壊後にはジャカルタと並んで激しい反華人

暴動が起きた。 こうした急進主義の伝統があるせいか、 ソ ロでは FM 2 S とは

性格を異 にする市民 フォ ー ラムが誕生 した。「スラカルタ周 縁住民 連 帯 」

(Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta : SOMPIS) がそれである。 FM 2 S が

マジャラヤ住民を構成員として結成された地域ベ ー スの市民フォ ーラムである

のに対して、 SOMPIS はスラカルタ住民の中でも周縁化されている住民からな

る市民フォ ーラムである。 SOMPIS は周縁化されている住民を次のような12 グ

ルー プに分けている。 ①伝統的市場（いちば）で働く人達、 ②路上駐車管理者

たち、 ③ベ チャ（人力車）引き、 ④バイクタクシー 運転手、 ⑤路上音楽家、 ⑥

行商人、 ⑦工場労働者、 ⑧屋台商、 ⑨土地なし民、 ⑩障害者、 ⑪ ミ ニ バス運転

手、 ⑫廃棄物汚染の被害者。 主に彼らが SOMPIS を構成している。

もともとは、 フォ ード財団の支援を受けた「公共機関のモ ニタリン グとエン

パ ワ ー メ ン ト の コ ン ソ ー シ ア ム 」 (Kosorsium Monitoring dan Pemberdayaan 

Institusi Publik : KOMPIP) が、 周縁化された住民たちによるフォ ーカス ・ グルー

プ ・ デ イ スカッシ ョ ンを何度か実施したことが SOMPIS 結成につながった。 そ

の討議の中で彼らの抱 える問題が浮かび上がってきたものの、 組織化しなけれ
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ばそうした問題を市政に訴えて解決することはできないという認識で一 致した

からである。 SOMPIS は、 「全スラ カ ルタ 屋 台 商・路上売り連合」 (Paguyuban

Pedagang Kaki Lima dan Asongan Se-Surakarta, Gudang Kalimas) と一緒になって、

屋台商に不利な ソロ市の 「屋 台商整理 ・ 支援条例」 の改正を求め続けた。 条 例

そのものはいまだに改正されていないものの、 市政の側が屋台商への認識を変

える契機となり、 行政への参加も認めるようになった。 屋台商に対する施策が

生まれ、 更に市行政の中に屋 台商管理部が誕生して、 屋台商施策予算が増えた。

同管理部は、 屋 台商についてのデ ータ 収集を行い、 屋台商の営業を手続きの容

易な許可制にした。 そして、 屋台商の営業地域の設定も行った。 今では ソロ市

政は、屋台商の場所と経営状況まで把握しており、屋台商への融 資事業まで行っ

ている。

SOMPIS メ ン バー の屋 台商は次のように発言している。 「 (SOMPIS への参加

は） 非常におもしろい。 本当に誇りに思う。 自分にたくさん友達がいることが

分かった。 こ ん な風に強くなれば我 々 は交渉力をもてる ん だ。 」 あるいは、

SOMPIS メ ンバ ー の障害者は、「やる気が出てきた。 はっきり言って、 我 々 障

害者だけが差別されているわけではないんだ」 と述べている。 周縁化されて行

政に意見を陳べるどころか他の人達に対する不信感をもっていたような人達が

SOMPIS に参加することで同 胞の存在を知り、 信頼することを学んだ。 そして、

行政に具 申 するようになった。 この意味は非常に大きい。 一 方で、 封建的性格

が一 般的に強いジャワ文化の影響が SOMPIS にも反 映されていることは否め

ず、 権力者や社会的地位の高い者たちに対して弱者が意見表明したり行動した

りすることを避 ける傾向は根強く残っており、 平等な参加は必ずしも実践でき

ているとは言えない。

3. 南ス ラ ウ ェ シ 州 タ カ ラ ー ル県 12)

タ カ ラ ー ル県は東部イ ン ドネシア最大の都市マ カ ッサル市からほど近いとこ

ろにある農業主体の県であり、 人口は約24万人(2003年時点） である。 マ カ ッ

サル人が大多数を 占める。 国 際協力事業団（現国 際協力機構） (JICA) は、 イ

ン ドネシア政府の要請を受 けて、 貧困削 減支援の一 環で農村地域開発プロジ ェ

クトを1997年に同 県で始めた。 本プロジ ェクトの 目 的の一つは住民主体の地域
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開発であった。 ス ハルト体制下には上述のように P 5 D という開発計画策定計

画があり、 実質的なボトム ・ アップ ・ アプロ ー チの実現は困 難であった。 しか

し、 1998年に ス ハルト体制が崩 壊して民主化 ・ 分権化の時代に入ったことで、

県政が主体的に地域開発計画を作る状況がタ カ ラ ール県でも生まれた。 そこで、

JICA チー ムは南 ス ラ ウ ェ シ1'1-1 やタ カ ラ ー ル県の村落エンパワー メ ント庁、 さ

らにはNGOも絡める形で、 ボトム ・ アップ ・ アプロ ー チに基づく地域開発計

画 「村落住民エンパワー メ ント支援シス テム」(Sistem Dukungan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa : S i sduk)を作成した。

Sisduk のポイントは、 開発の主役は自治体を含めた政府ではなく住民である

ということ、 それゆえ、 目 的を共有する住民たちがグルー プを作って一 緒に活

動提案書を作成するようにしたことである。 提案書の活動に対して必ず自己負

担分も設けるようにした。 村長が提案書について通知を受けた後、 この活動提

案書は郡レベルに設置されたサポー ト ・ チームによって審査される。 審査に当

たっては、 住民グルー プが問題と捉えている事柄に対して彼らが提案した活動

が本当に適切なものなのか、 資源的に実現可能か、 グルー プ構成員は適切か、

グルー プ内の規則などはしっかりしているかなどについて判断する。 郡のチー

ムが適切だと判断すれば、 県に設けられた関係部局からなる調整チームに建議

書として届けられ、 そのチームが支援の可否を決定する。 支援が妥当だと判断

されれば、Sisduk 事務局を通じて必要な資材が現物支給される。 重要なことは、

住民グルー プによる提案書作成に当たってはJICA がリクルー トしたNGO活動

家が フ ィ ー ルド ・ オ フ ィ サ ー(FieldOfficer : FO)としてしっかり支援活動を行っ

たこと、 そしてその提案書が郡レベル、 県レベルにあがっていく段 階を FOが

しっかり把握したことである。 比較的封建的性格の強い地方 ゆえ、 仮に住民グ

ルー プが提案書を作成しても村長が無視するか、 村長の意向に沿う提案書のみ

が認められる可能性を危惧してNGOを積極的に関与させたのである。

県知事決定により、 Sisduk は2000年から2001年にかけて実地訓練の意味もか

ねて 2 郡 4 村で行われた。 住民グルー プの活動提案書が出されれば随時対応す

るという方針をとり、 FOたちは県予算から給与支払いを受けていないので自

立性をもって住民グルー プの支援ができた。 したがって、 比較的経済活動や公

衆衛生改善活動に対する提案書も通った。 こうした成果もあって、 2002年に
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Sisduk はタ カ ラ ー ル県条 例となった。

しかしながら、 JICA プロジ ェ ク トが2002年 3 月 に終わって、 タ カ ラ ー ル県

政が主体的に Sisduk を運営し始めると当初の運営とは乖離が生じてきた。 最

初の 問題は、 一 気に32村に Sisduk が対象とする範 囲が拡大され、 総計 8 億ル

ピアが218の住民グルー プに配分されたことである。 そして、 県政府から給与

を受け取るよ う になった FO わずか 7 名が32村を見て 回ることとなった。 使途

について評価してみると、 わずか76の住民グルー プの提案書のみが Sisduk に

甚づく受給条件を満たしていた。 その理由は、 住民グルー プ側に Sisduk を十

分に理解してもら う 準備期間が短すぎたこと、 郡の支援チ ームが機能せず、 村

長が住民グルー プの提案などに介入してきたこと、 そして、 FO がそ う した介

入を防げなかったことがある。 FO が県政から給与を受け取ることで自立性が

弱まったことがその一 因である。 そして、 短期間でのばらまき的配分が起きた

最大の理由は、 県知事選があり、 現職としては人気取りのためにばらまく必要

があり、 Sisduk は格好の方法であったからである。

翌2003年度には、 新県知事が選ばれ、 Sisduk に22億ル ピアの予算がつけられ、

全73村を対象とすることになった。 最終的に19億ル ピ アが配分されたものの、

その 3 分の 2 が村長の意向に沿ったものとなり、 村役場や婦人会のニ ー ズのた

めに使われてしまった。 その後、 村長の介入を防 ぐ試みが続き、 村長の署名を

不必要にするなどの改善があり、 2007年度になると、 県が村役場向け予算をつ

けたことから、 村役場や婦人会のニ ー ズのために Sisduk 予算が回らないこと

が期待されている。 しかしながら、 FO 一人あたり 3 村を担当し、 年間に約50

件の提案書を扱い、 郡の支援チ ームが機能不全に陥っているために、 FO が支

援チ ームの機能を果たす状況になっており、FO の負 担が大きすぎて住民グルー

プの能力向上を行い切れていない。 さらに、 Sisduk の支援を受ける住民グルー

プの数が増える一 方で 一提案書あたりの予算配分が減少の一 途をたどってい

る。 JICA 事業の時と違って、 一村あたり1,500万から3,000万ルピ アと固定され

た予算をできるだけ多くの住民にばらまこ う との意図が働いたためにこ う した

事態に陥っている。 Sisduk が抱える諸問題は、 県知事の意向次第で改善する可

能性はある。 県知事がばらまきによる政治的権力の獲得と維持をもくろむので

はなく、 長期的な住民エンパワー メ ントこそが県政の安定、 県経済の成長にも
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つながるとの認識を抱けば 改善しうる。 また、 NGO などの力を借りて、 住民

の側がエンパワ ー メントによる自立性の獲得を目指す意識をより強くもつ必要

がある。 そうした コ ミ ュ ニティの自立が最終的にインドネシアという社会が強

靱性をもった市民社会を作り上げることになる。

V .  新た な る イ ン ド ネ シ ア に 向か っ て

民主化、 分権化が始まった当初は、 ある種の変革への高揚感が盛り上がり、

さま ざまなドナー が民主化支援、 分権化支援のために市民社会 ・ コ ミ ュ ニティ ・

エンパワ ー メ ントプロジェクトを次から次へと実施した。「新しいインドネシ

ア」作りに燃 える NGO や住民からは自発的に社会変革の試みを始めたり、 そ

の過程で積極的にドナー の支援を受けたりする動きが各地で起きた。 中央政府

や地方政府のなかから 改革派が現れて、 主体的に行政 改革、 政治 改革に取り組

んだり、 あるいはドナーや NGO、住民の動きに呼応したりする動きが見られた。

民主化が始まって11年を経た現在、 そうした当初の高揚感は弱まっている。

民主化、 分権化が問題含みとはいえ定着しつつある中、 ドナー はインドネシア

の民主化、 分権化支援プロ グラムを減らしてきている。 NGO の中にはドナー

のこうした関心低下を危惧する声もある。しかし、インドネシアにとっては、「改

革」の宴後のこれからが重要である。 本当に意味のある市民社会を作り上げる

ことができるかどうかは今後の地道な努力次第である。上記の三事例をみれば、

どれもドナー の人 ・ 物 ・ 金 ・ 情報があったからこそある種の社会変革の動きが

サポートされていることが分かる。 しかし、 ドナー のこうした支援があるから

こそ市民社会実現の努力が継続し、民主化が定着するというのでは悲しす ぎる。

恐らく長期的に重要となってくるのは、 いかにして地域住民が コ ミ ュ ニティに

基盤を置く組織 (Community-Based Organization : CBO) を自らの手で作り上げ

られていくのかであろう。

この CBO の重要性を力説し、 そして実践もしているルム ・ トパテ イ マサン

(Roem Topatimasang) の言葉を借りよう (Roem Topatimasang, 2006) 13)。 彼は、

1980年代以 降に登場した数多くの NGO の活動に批判的な古参活動家たちが集

まって1997年に発足させた「社会変容研 究 所」 (Institute for Social Transforma-
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表 5 - 3 CBO と NGO の違い

CBO NGO 

完全に 地元主導 ； 長期 間 に わ た る 社 ほ ぽ ド ナ ー 主導 ； 専 ら 外部 の 論理 ；
会過程 時 に ご く 短期 間 の過程

地元住民 ； 支援者 と し て の外部者 都市部の教養あ る 中 間層主体

具体 的 ニ ー ズ か ら 開 始 ； 日 常 生活 戦略的 問題か ら 開 始 ； マ ク ロ な 観点
の問題な ど ミ ク ロ な 関心か ら 開始 か ら 開始

み ん な が よ く 知 っ て い る 地 元 の 構
「 近 代 的 」 運営原理 に 依拠 ； 形式化造、 伝統的構造 ； ほ ぼ イ ン フ ォ ー マ さ れ て い る ； 地元の人 々 は 「対象 グ

ル な構造 ； 地元の人が持 ち 、 管理 し、 ルー プ」 や 「参加者」
運営す る

ま ず は地元の資源 ； 会費 ； 補助 的 に ほ ぽ外 部 資 金 （ 特 に 海 外 ド ナ ー 資
外部資金 金） ； サー ビス 利用料

構成員 と 地元の人々 特に ドナ ー

出所） Roem (2006) 

tion : INSIST ) ( 現「社会変容のためのインドネシア社会」 ( Indonesian Society 

for Social Transformation : INSIST ) ) の初代メンバ ー の一 人である。 彼に従 えば、

CBOの特徴は次の四つである。 ① CBOとは、 地域 コ ミ ュ ニティにおける社会

過程で形成されるもので、 通常は地域住民の日常生 活に関わる地域特有の問題

から形成が始まる。 ②地域住民が通常は CBOを管理し、 し つ かりと統御して

おり、 外部者はそのサポーター かフ ァ シリテーター にとどまる。 ③ CBOは既

存の地域の社会構造や伝統的構造に基づいている。 たとえば、 村内会、 慣習協

議会、 村落協議会などメンバ ー がはっきりしている組織である。 ④まずは地元

のリ ソ ー スを利用し、 外部リ ソ ー スはあくまでも後から来るもので、 補完的役

割しか果たさない。 表 5 - 3 はインドネシアにありがちなNGOとの違いを図

式化したものである。

こうした CBOは根本的な社会変化・変容を引 き起こす上で本質的役割を果

たすとル ム は言う。 一つ目の理由は、 CBOを通じて草の根の住民がこれまで

以上に体系的に組織化することを学 び、 民主的実践をする上での基本を学べる

からである。 次に、 CBOは、 地域 コ ミ ュ ニティが真の意味での地方自治、 自立、

強靱性を獲得して発展する媒介役となるからである。 三つ目に、 CBOは、 一

般住民が自らの知識と知恵を再生 産していくメカニ ズ ム をもっているからであ

る。 四つ目に、 CBOは他の社会運動を実践している組織と協力することでよ
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り上 位レ ベル、 あるいはより広い分野で社会的正義の実現を目ざすことができ

るからである。

CBO の特徴や役割の多くは上述の市民 フ ォ ー ラムや市・ 県の行政改革の試

みと相反するものではない。 ただ、 一つ大きく違うのは限りなく地元のリソ ー

ス、そして社会構造を尊重する点である。 外部者の支援・介入により地域 コミュ

ニティで組織化が始まる場合、 どうしてもジェンダ ー・メインストリーム、 コ

ミ ユ ー プ イ ・ エンパワ ー メントなどといった NGO 業 界専 門用語が使われ、 外

部者はそうした用語をつかって地元住民と意思疎通を 図ろうとする。 ルムはこ

うした態度には極めて否定的である。 五 日 間 ほど行動を共にした私に対して、

ルムはマルク州にある 島で長きにわたって CBO 支援をしてきた経験を最後に

話してくれた。 彼の頭には、 コミュ ニティの重要事項を話し合いする際には女

性参画が不可欠だとの認識はある。しかし、共同体の慣習に従えば コミュニティ

の 問 題は長老たちが話し合って決めることになっていた。 彼は長老たちに向

かって大上段に女性参画の必要性を訴えることなく、 コミュニティの人たちの

日 々の活動をじっくり見て、 そして参加しながら八年間待った。

ある時、 長老たちの話し合いにおいて、 近くの砂浜がテ ーマとなり、 長老た

ちは砂浜に何があるのか全く知らないという事実が分かった。 そこで、 ルムは

村のおばさんたちに聞けばすぐに教えてくれると伝えたところ、 長老たちがお

ばさんたちを呼んで意見を聞いた。 そうすると、 おばさんたちが砂浜にある貝

などの多様な天然資源について非常に詳しく語った。 このことがきっかけと

なって、 長老たちも女性の意見を 聞く重要性を認識して、 徐々に会議に参画を

認めるようになったという。 極めて気の長い話である。 女性の地 位が男性と対

等になったとはいえないにしても、 現場を知り尽くした外部者のほんの一言が

きっかけとなって地元のなかから主体的に始まった女性参画の試みであり、 そ

れだけに正統性の強いル ールとなりうる。 地域のイニシアティブで地域社会の

民主化、 そして市民社会の実現を図ろうとすればこのように長い時間がかかる

し、恐らく外部からのアイデアをやみくもに押しつけるだけでは長続きしない。

こうしたルムのような形で外部者たちが活動をすることが不可欠であろう。 そ

して、 今のインドネシアには本気でこうした取り組みをすることができる活動

家、 地域住民が確実に少しずつ登場してきている。 彼らこそが未来のインドネ
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シ ア の市民社会の担い 手 と な っ て い く こ と を 切 に 願 う 。

注
1) イ ン ド ネ シ ア 語の sipil に は 軍人 (militer) に 対峙す る 文民 と い う 意 味 も あ る 。 ス

ハ ル ト 権威主義体制 の も と で Masyarakat Sipil と い う 言葉 を 使 う こ と は 国 軍 に よ る
支配への反発 と 捉え ら れ る こ と か ら 、 政治的穏健派か ら は こ の訳語の利用 に警戒感
があ っ た 。

2) こ う し た 中 間 層 に 対す る 民 主 化 の 担 い 手 と し て の 期 待 は あ く ま で も 期待 で あ る 。
1980年代、 90年代 中 葉 ま で の 中 間 層 は ス ハ ル ト 体制 の も た ら す経済成長の恩恵 に あ
ずかる 階層 で あ っ て 、 ス ハ ル ト 体制 そ の も のへの批判精神 は 弱 く 、 ま し て や積極的
に体制批判運動 を す る よ う な役割 を 担 う こ と は な か っ た 。 こ う し た 中 産 階層 の保守
性 に つ い て は 、 Robison (1996: pp.79-104) 参照。

3) プ リ プ ミ 実業家への ア フ ァ ー マ テ イ プ ・ ア ク シ ョ ン 的 政策 を 打 ち 出 し た の は 国 家
官房 の ス ダ ル モ ノ や ギナ ン ジ ャ ル ・ カ ル タ サ ス ミ タ で あ り 、 そ の 要諦 は優先的 な 公
共事業の配分 に あ り 、 そ の こ と を 通 じ て 輸入 に頼 ら な い 国 内経済基盤 を樹立す る こ
と であ っ た 。 こ の政策 の恩恵 を 受 け た の は 、 ユ ス フ ・ カ ラ 、 ア フ マ ド ・ カ ラ 、 ア プ
リ ザル ・ バ ク リ ー 、 イ マ ン ・ タ ウ フ ィ ッ ク 、 シ ス ウ ォ ノ ・ ユ ド フ ソ ド、 フ ア フ ミ ・

イ ド ゥ リ ス 、 ス ル ヤ ・ パ ロ 、 ポ ン チ ョ ・ ス ト ウ ォ 、 ア グス ・ カ ル タ サ ス ミ タ 、 ハ シ ム ・

ジ ョ ヨ ハ デ イ ク ス モ 、 ア プ ド ゥ ル ・ ラ テ ィ フ 、 ア リ フ ィ ン ・ パ ニ ゴ ロ な ど で あ る
(Schwarz, 2004: pp. 117-120) 。

4) 市民社会の訳語 と し て マ シ ャ ラ カ ッ ト ・ マ ダ ニ と い う 訳語 を 使 っ て い る 場合で も 、
西欧的文脈での市民社会 を 意味 し て使 う イ ン ド ネ シ ア 人 も い る 。 ガ ジ ャ マ ダ大学政
治 社 会 学 部 講 師 リ ス ワ ン ダ ・ イ マ ワ ン (Riswandha lmawan) (故） (2000: pp. 103-
120) な ど。

5) イ ン ド ネ シ ア に お い て 国 家か ら 自 立性 を も っ た大規模 な 近代 的 社 会組織が生 ま れ
た の は大 き な社会変容が始 ま る 20世紀初頭であ る 。 民族組織の端緒的 な存在 と し て
ジ ャ ワ 人か ら な る プデ イ ・ ウ ト モ (Budi Utomo) や ス ン ダ 人組織パ グユバ ン ・ パ ス
ン ダ ン (Paguyuban Pasundan) が生 ま れた 。 イ ン ド ネ シ ア 初 の ナ シ ョ ナ リ ス ト 運動
の 母 体 で あ る イ ス ラ ー ム 商 業 同 盟 (Sarekat Dagang Islam) は 1912年 に 誕 生 し た 。
他 に も イ ス ラ ー ム 的 社 会 組 織 と し て は ナ フ ダ ト ゥ ー ル ・ ウ ラ マ ー (Nahdlatul
Ulama) や ム ハ マ デ イ ヤ (Muhammadiyah) が誕生 し た 。 そ の 後、 独立戦争時 に も
多様な社会組織が生 ま れた し 、 政治的不安定の続 く 1950年代 に 入 っ て も 同 様で あ っ
た 。 初代大統領ス カ ル ノ に よ る 権威主義体制が崩壊 し て 第二代大統領ス カ ル ノ が国
軍 を 率 い て 政権 に つ く 1960年代半ばの政治的混乱の 時代 に も さ ま ざ ま な社会組織が
勃興 し た。 1998年 の ス ハ ル ト 体制 崩 壊期 も 同様であ っ た 。 そ う い う 意味で、 イ ン ド
ネ シ ア に お い て は社会秩序 の混乱、 あ る い は 国家 の弱体期 に 自 警団的組織 も 含め て 、
国家か ら 自 立性の 高 い社会組織が勃興す る の は 1 つ の政治的特徴 と な っ て い る 。

6) ス ハ ル ト 権威全義体制 に つ い て は 白 石 (1996、 1999) を 参照。
7) パ ン チ ャ シ ラ と は①唯 一神への信仰、 ②公平 で文化的 な 人 道主義、 ③ イ ン ド ネ シ
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ア の統一 、 ④協議 と 代議制 に お い て 英知 に よ っ て 導 かれ る 民主主義、 ⑤ イ ン ド ネ シ

ア 全人民 に対す る 社会正義の五原則 で あ る 。

8) 英語の 非政府組織 Non-Government Organization の イ ン ド ネ シ ア 語の直訳は 「 オ ル

ガ ニ サ シ • ノ ン ・ プ ム リ ン タ 」 Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) で あ る 。

Organisasi は 組織 を 、 Non は 非 を 、 プ ム リ ン タ は 政府 を 意 味す る 。 元 々 は NGO の

イ ン ド ネ シ ア 語訳 と し て Ornop と い う 言葉が一般的であ っ た 。 し か し 、 ス ハ ル ト 体

制が盤石 な体制 と な り 始め た 1983年 頃、 NGO 活動 に理解 を 示すエ ミ ル ・ サ リ ム (Emil

Salim) 人 ロ ・ 環境大臣 ( 1978-1993) ら が NGO 活動家た ち に対 し て そ の 単語の使用

を 控 え る よ う に 強 い 忠告 を 行 っ た。 そ の 結果、 I.SM と い う 言葉が NGO に取っ て代

わ っ た。 エ ミ ル ・ サ リ ム ら が忠告 し た の は、 Ornop と い う 言薬が政府サ ー ク ルや保

守 的 中 間 層 の 間 で 反政府的含意が あ る と 理解 さ れ て お り 、 そ の こ と を 理 由 と し て

NGO が活動で き な く な る こ と を お そ れ た か ら で あ る (Eldridge,1995: p. 13) 。 ス ハ

ル ト 体制 を 厳 し く 批判 し 続 け て き た J ・ ア デ イ チ ョ ン ド ロ (J · Aditjondoro) か ら は、

こ の 変更 は （ ス ハ ル ト 体制 に よ る NGO へ の ） 言語的植民地化で あ り 、 国家が抱 く

価 値 と 言 語 を NGO が 内 部 化 し て し ま っ た と 厳 し く 批 判 し た (Eldridge, 1995: p. 

43) 。

9) ジ ャ カ ル タ を 中心 と し て 中央政府 に 対 し て 政策提言 を す る NGO も 数多 い 。 例 え ば、
「選挙改革研究所」 (Center for Electoral Reform : CETRO) は 、 1999年 9 月 に 発足後、

自 由 ・ 公平 な 選挙 を 実現す る た め の政策提言活動 を 展 開 し、 2005年 に イ ン ド ネ シ ア

史上初 め て 大統領直接選挙 を 導 入す る に 当 た っ て も 重要 な 役割 を 果た し た 。

10) 本事例 の 参 考 文 献 は 、 Hetifah (2002; 2004: pp. 292-304; 2007: pp. 233-268; 2008) , 

Antlov (2002) , Ito (2006) 。

11 ) 本事例 に つ い て の 主 な 参考文献は、 Hetifah (2007, 2008) 。

12) 本事例 に つ い て は、 Agnes (2008) な ど参照。

13) ル ム と 同様の思想 を も っ た 東南 ア ジ ア の 活動家が 「東南 ア ジ ア 民衆 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン ・ プ ロ グ ラ ム 」 (Southeast Asia Popular Communications Program : SEAPCP) 

と い う ネ ッ ト ワ ー ク 型 組織 を 作 っ て い る 。 彼 ら の 住民支援 の あ り 方 に つ い て は Jo

Hann Tan and Roem Topatimasang (2003) に よ く 現れて い る 。 ま た 、 日 本の NGO 「 い

り あ い ・ よ り あ い ・ ま な びあ い ネ ッ ト ワ ー ク （略称 ： あ い あ い ネ ッ ト ） 」 の試み も

興味深 い も の があ る 。 「 あ い あ い ネ ッ ト 」 に つ い て は 、 例 え ば島 上 (2007) を 参照

し て ほ し い 。
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